
 阿賀野市立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２２日 

                        阿賀野市教育委員会 

                         教育長 神 田  武 司 

 

阿賀野市教育委員会規則第 ２ 号 

   阿賀野市立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則 

 阿賀野市立学校施設使用条例施行規則（平成２１年阿賀野市教育委員会規則第２０号）

の一部を次のように改正する。 

第５条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、個人利用については、この限りでない。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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